
食育の推進に関する政策評価の評価チャート（未定稿） 

 

 

評価の対象とする政策 食育基本法等に基づき各府省が講じている食育の推進に関する各種施策 

対象とする政策の目的 食に関する知識と選択力の習得・健全な食生活の実践 → 健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の観点】     【評価の対象とする施策】       【着目する数値目標】                  【把握・分析方法】 
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【有効性】

 

食育を推

進するた

めの各種

施策は、

有効に機

能してい

るか。 

第２次食育推進基本計画における 

数値目標 

 

(1) 食育に関心を持っている国民の割合

(2) 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる

「共食」の回数 

(3) 朝食を欠食する国民の割合 

(4) 学校給食における地場産物を使用す

る割合 

(5) 栄養バランス等に配慮した食生活を

送っている国民の割合 

(6) 内臓脂肪症候群（メタボリックシン

ドローム）の予防や改善のための適切

な食事、運動等を継続的に実践してい

る国民の割合 

(7) よく噛んで味わって食べるなどの食

べ方に関心のある国民の割合 

(8) 食育の推進に関わるボランティア数

(9) 農林漁業体験を経験した国民の割合

(10) 食品の安全性に関する基礎的な知

識を持っている国民の割合 

(11) 推進計画を作成・実施している市町

村の割合 

食育基本法及び第２次

食育推進基本計画に基

づく各種施策 

 

１ 家庭における食育

の推進に係る施策 

２ 学校、保育所等にお

ける食育の推進に係

る施策 

３ 地域における食育

の推進に係る施策 

４ 食育推進運動の展

開に係る施策  

５ 生産者と消費者と

の交流の促進、環境と

調和のとれた農林漁

業の活性化等に係る

施策 

６ 食文化の継承のた

めの活動への支援等

に係る施策 

７ 食品の安全性、栄養

その他の食生活に関

する調査、研究、情報

の提供及び国際交流

の推進に係る施策 

 

１ 数値目標の妥当性（本省） 

食育推進基本計画に掲げられている 11 の数値目標が、食育推進施策を評価

する指標として妥当なものかどうかを検証 

 (例１) 11 の数値目標それぞれについて関連施策を調査し、効果の発現経

路であるロジックモデルを明らかにし、関連施策及びそれを構成する

事務事業の設計・構造を検討 

(例２) 数値目標の設定根拠を明らかにし、その妥当性を検討 

 

 

２ 施策の有効性（本省） 

  各種施策において数値目標への関連が特に強いと考えられる事務事業を選

定し、その分析を通じて施策の有効性を検証 

 

（例１) 実務担当者（栄養教諭、市町村食育担当者等）や国民に対するアン

ケート調査により事務事業の有効性を分析 

ⅰ）アンケート調査から得られた数的データについて多変量解析を実施

ⅱ）アンケート調査から得られた事務事業の有効性に係る意識を把握 

 

（例２）既存の統計データを基に事務事業の有効性を検証 

例えば、国民健康栄養調査（厚生労働省）における食育関連データ

（肥満者の割合、野菜摂取量等）と都道府県における食育関連施策（事

務事業）との相関などを多変量解析により検証 

 

 

３ 実地調査（局所） 

局所を動員し以下の点について実地調査を実施 

ⅰ）都道府県食育推進計画・市町村食育推進計画の策定状況等を把握 

ⅱ）各種施策において数値目標への関連が特に強いと考えられる事務事業に

ついて、実務担当者の当該事務事業の有効性の評価、事務事業を効果的に

実施するための課題、先進的な取組等を把握 

(注) 費用便益分析（Ｂ／Ｃの算出）については、食育に係る事業は主たる事業の派生的効果として食育に関係しているものがほとんどであることから、食育に係る部分の費用を正確に把握することが困難。また、食育を実施

することにより得られる便益を金銭換算することが困難。 
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